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はじめに

　このたび、令和 6 年度から令和 9 年度までの 4 年間を計画期間とする「文京区地域福祉活動計画」
を策定しました。令和 2 年度に策定した前計画の理念「知り合い、伝え・伝わり、心を寛げ、つなが
りをもつことで『お互いさま』が生まれるまち」を引継ぎ、前計画の成果と課題を踏まえ、新たな
時代に対応できる計画を目指しました。

　前計画では、「社会的孤立を解決するため早期からつながる仕組みがあり、多様な主体が地域活
動に参加し、生活課題がありながらも自分らしく安心して暮らせる地域」を目指し、地域の居場所
を中心に、活動を広げ、互いのみまもりや支え合いにつながるよう取り組んでまいりました。

　この間、我が国は新型コロナウイルス感染症の流行という未曽有の災禍に見舞われました。そ
れにより、外国籍居住者の生活困窮、子育て家庭の孤立や経済的困難、急増を続けるひきこもりや
不登校児童の社会的孤立など、多くの地域課題が顕在化しました。
　また、都心部にある文京区ではマンションが次々と建設され、新たな住民が増え、かつての地縁
を中心とした地域社会は変容しつつあります。同時に、人々の生活様式や価値観も一層多様化し
ています。
　このような状況を前に、私たちは、より多様となった地域ニーズを見据えながら、今後の「住民
同士のつながりや支え合い」のあり方を模索していかねばなりません。

　今回の計画では、地域には多様な人たちがいて、つながり方もまた多様であるとし、地域住民が
より豊かな生活を送るため、多様な参加・参画の機会を広げ、地域と関係機関・団体などの活動主
体が、横のつながりや重なり合いを持ちながら継続的に連携していくことを目標としています。

　地域住民の皆様、関係機関・団体が、この目標に向けて取り組むことにより、地域住民の複雑で
複合的な課題の解決を支える包括的支援体制・重層的支援体制が構築され、地域共生社会の実現
へとつながります。
　文京区の皆様が安心して暮らすことのできる地域づくりに向け、今後とも一層のご理解とご協
力を賜りますよう心よりお願いいたします。

　最後に、本計画の策定に当たり、多大なご尽力をいただきました「文京区地域福祉活動計画策定
委員会」の委員の皆様をはじめ、様々な機会に貴重なご意見をいただきました多くの皆様に厚く
お礼を申し上げます。

文京区社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　潮崎  敏彦

ひろ
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課　題 基 本 目 標基 本　　　　理 念

つながりが広がり
づらい人がいる

地域の多様な
人たちと多様な

つながり方がある

住民と専門職が
連携をするための

工夫がいる

1

2

3

地域には多様な人たちがいること、
地域活動や集いの場は増えているが、
そこに来ることができない人たちが
いることが分かりました。

地域には、多様な人たちがいて、その
ような多様な人たちに合わせたつな
がりの機会があることが大事である
ことが分かりました。

連携・協働のためには、主体同士の距
離が近いことや知り合う場面からの
プロセスが大事であることが分かり
ました。

知
り
合
い
︑
伝
え
・
伝
わ
り
︑
心
を
寛
げ
︑

つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
で

﹁
お
互
い
さ
ま
﹂が
生
ま
れ
る
ま
ち

ひ
ろ

　「文京区地域福祉活動計画」は、地域住民や地域福祉関係者・
関係団体などが、地域の課題を自分たちのものとして捉え、解決
に向けての地域づくりに主体的に関わっていくための行動計画
です。本計画の実現のため、3 つの基本目標を定めました。

　基本理念は、本計画を具体的に推進するための指針となるも
のです。これまでの基本理念を踏襲しながらも「多様性」や「よ
り豊かな生活」などの新たな視点を加え、社会の変動に応じた取
組を進めていきます。

地域には多様な人たちがいて、つな
がり方も多様である。身近なところ
で、気にかけ、声をかけ、関心を持
ち、支え・支えられる関係性が増え
ている。

より豊かな生活をおくるため、多様
な人たちに合わせた参加・参画の機
会が広がっている。

地域と関係機関、団体が知り合い、
一緒に悩み・考え、お互いの強みを
活かす機会をつくり、ネットワーク
で継続的に取り組んでいる。

基本目標

1

基本目標

2

基本目標

3
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ちょっとしたことを
気にかけ合うような
関係が増えたら
いいですね。 食を通じたつながりづくりを

様々な人たちと一緒に考えて、
地域活性化を

実現していきたい。自分の知識や得意なことで、
色々な世代の方々と

関わる活動ができてよかったです。
毎回わくわくしています。

お互いに支え合う関係を
居場所でつくれると

いいですね。

多様な方が
運営に協力してくださり、
瞬く間につながりの輪が

広がりました。

人を「問題がある人」ではなく、
何か素敵な魅力がある人とみること。
そしてそれが人の中で芽吹くことが

大事です。

アイディアを出し合い、
協力し合うことで、

ひとりだけではできない
実践ができていると感じます。

地域住民の一人として
色々な人との距離を
近づけることを
心掛けています。

chapter1
第1章

計画の策定にあたって

4 年後このような地域を目指します
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地域福祉を取り巻く動向
　かつて我が国では、生活の様々な場面で地縁や血縁の支え合い機能が存在し、人々の暮らしを支えてい

ました。しかし、人々の価値観やライフスタイルが多様化したことや、本格的な少子高齢化・人口減少時代

を迎え、世帯規模の縮小・単身世帯の増加が顕著になり、家族や地域における支え合いの基盤が弱まって

きています。支え合いの基盤が弱まったことで、サービスや制度があるにも関わらず、個人や世帯単位で

複数の課題を抱え、複合的な支援を必要とするケース（8050 問題、ひきこもり、ヤングケアラーなど）や、

従来の対象者別の支援制度には合致しにくい、いわゆる「制度の狭間」にあるニーズが浮き彫りとなってい

ます。

　こうしたなか、新型コロナウイルス感染症の影響により、人と人のつながりの希薄化がさらに進みまし

た。また、潜在的に広がっていた格差が顕在化し、とりわけ社会的弱者と言われている人々を苦しい立場

に追い込み、日々の暮らしにも甚大な影響をもたらしました。

　このような背景から、これまでの「つながり・支え合い」の概念を拡げた、新たな「つながり・支え合い」

の在り方が求められています。民間・公共を問わず、地域の様々な構成員が制度・分野ごとの「縦割り」や

「支え手」「受け手」という関係を超えてつながり、多様な新しい接点をとおして、人と人が交差し、時に特

性や得意分野を活かして支え、時に支えられることで、その人らしい生活を送ることができるような社会

としていくことが求められています。

　国では、このような社会変化に伴い、地域福祉の視点を取り入れた社会保障制度の改正を進めています。

高齢者分野では、平成 27 年度に住民参加型も含めた多様な活動で課題解決を行う介護予防・日常生活支援

総合事業が始まりました。また同年、生活困窮者の抱える複雑化・多様化した課題に対して、生活困窮者自

立支援事業により、従来の縦割りではない横断的な支援が制度化され、地域福祉の政策化が進んでいます。

そして、「一億総活躍プラン」のなかで提起された「地域共生社会」の実現の具体化のために、令和 3 年度、

重層的支援体制整備事業が始まりました。

計画策定の目的
　地域共生社会においては、地域住民や福祉関係者は、様々な地域生活課題を把握し、できる範囲での解

決を図るとともに、必要に応じて支援を行う専門機関や行政機関などと連携して課題の解決に取り組むこ

とが大切だとされています。

　そのため、区市町村は、地域住民や地域関係団体などが地域福祉の様々な活動に積極的に参加できるよ

うに支援する人材を配置すること、地域住民などが交流を図るための拠点を整備すること、地域住民等に

対して地域福祉に関心を持ってもらえる機会をつくることが重要であるとされています。

　このことに関して、東京都は「地域福祉支援計画」を、文京区は「地域福祉保健計画」を策定していますが、

このような公的な地域福祉に関する計画の策定とその推進とともに、地域住民自身が中心となって、主体

的に地域共生社会の実現に向けて活動ができるようにするための計画も一層重要になっています。

　今回の地域福祉活動計画では、こうした政策的な背景とともに、地域共生社会の実現に向け、地域住民

や地域福祉関係者・関係団体、文京区社会福祉協議会などがどのような地域づくりを行っていくのかを示

しました。

　計画策定にあたっては、「文京区地域福祉活動計画（令和 2 年度〜令和 5 年度）」の成果と課題を踏まえ、

新たな時代に対応できる計画となるよう改定を行いました。

PICK UP

　制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が
参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、
地域をともに創っていく社会を指しています。

地域共生社会とは？

　この事業は、地域住民が抱える複雑化・複合化した課題や「制度の狭間」にあるニーズに対応するため
に市区町村の任意事業として創設されました。
　「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の 3 つの支援を柱として、それらを効果的かつ円滑
に実施するため、「多機関協働による支援」「アウトリーチ等を通じた継続的支援」を新たな機能として強
化しています。これにより包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業、多機関協働事業、アウ
トリーチ等を通じた継続的支援事業の 5 つの事業を一体的に実施することができます。
　文京区では、令和７年度からの本格実施に向けて準備を進めています。

重層的支援体制整備事業とは？

PICK UP

　地域福祉活動計画は、誰もが安心して暮らしていけるような地域社会を目指して、地域住民や地域福祉
関係者・関係団体など、その地域に住む人々が、自分たちの住む「まち」の課題を自分たちのものとして捉
え、それらの地域課題を解決するための地域づくりに主体的に関わっていくための具体的な行動計画です。

地域福祉活動計画とは？

　社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を目的に、全国・都道府県・区市町村のそれ
ぞれに組織されている非営利の民間団体です。
　文京区社会福祉協議会（＝文社協）は、昭和 27 年（1952 年）に設立され、昭和 38 年（1963 年）に社会福祉
法人の認可を受けました。
　文社協は、地域福祉活動計画の基本理念である「知り合い、伝え・伝わり、心を寛（ひろ）げ、つながりを
もつことで、『お互いさま』が生まれるまち」の実現に向けて、様々な事業を通じて、地域の皆さんをはじ
め、民生委員・児童委員、行政、地域福祉関係者・関係団体等と一緒に地域福祉の向上と充実に取り組ん
でいます。

文京区社会福祉協議会とは？

計画策定の背景と目的1
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計画の位置づけ
　本計画は、文京区の地域福祉保健施策を推進するための基本となる総合計画である「文京区地域福祉保

健計画」と連携した計画として策定します。行政計画である「地域福祉保健計画」と、地域住民をはじめと

する地域の様々な活動主体の活動・行動計画である「地域福祉活動計画」が相互に連携し、文京区全体で地

域福祉を推進していきます。

計画の推進に向けた活動主体間の連携
　地域では、地域住民をはじめとした様々な活動主体が地域福祉の推進のために日々活動しています。本

計画を推進していくうえでは、こうした地域による主体的な活動の裾野をさらに広げ、様々な活動主体間

の連携を推進するとともに、支援される人たちがときには支援する担い手として活躍するような地域の支

え合いを推進していくことが大切です。

　本計画の推進の主な担い手である地域住民、地域福祉関係者・関係団体、社会福祉協議会は、区と緊密に

連携し、協働して地域の支え合いを推進します。

　本計画は、令和６年度から令和９年度までの４年間を計画期間とします。

令和6年度 7年度 8年度 9年度

主体間の連携を強化し
地域ぐるみの支え合いを推進

参考：文京区地域福祉保健計画（令和6年度～令和8年度）

区民

担い手

担い手

支援

参画

支援 支援

地域福祉活動を支援

緊密に連携

・高齢者あんしん相談センター
・障害者基幹相談支援センター
・子ども家庭支援センター
・児童発達支援センター
・保健所
・教育センター　等

・権利擁護センター（あんしんサポート文京）
・ボランティアセンター
・フミコム（地域連携ステーション）
・ファミリーサポートセンター　等

区 社会福祉協議会

町会・自治会
民間事業者

学校・PTA

医療機関

警察・消防

民生委員・
児童委員等

社会福祉法人・
福祉関係事業者

NPO・
ボランティア団体

文京区地域福祉活動計画

文京区地域福祉保健計画

連携

【図】　地域福祉保健計画との連携

地域福祉保健計画
（行政計画）

地域福祉活動計画
（民間計画）

区の公的なサービスの充実と地域の様々な
主体との連携による地域の支え合いを強化
し、地域福祉保健施策を総合的かつ効果的
に推進することを目的としています。

地域住民や民間団体、社会福祉関係者等が
協力し、一体となって地域の多様なニーズ
や課題に対応するため様々な活動を推進す
ることを目指し、取組全体の方向性と各取
組の具体的な進め方について取りまとめた
ものです。

地域福祉の推進

子育て

保健医療

生活困窮 障害

高齢・介護

地域住民

NPO
ボランティア

文社協

企業等 専門職

教育機関

計画の位置づけ2

計画期間3
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圏域について
　国が提起した「地域共生社会の実現」では、「住民に身近な圏域」において、地域住民が主体的に地域生活

課題を把握し解決に取り組むための環境の整備が大切だとされています。また、『東京都地域福祉支援計

画』（平成 30 年 3 月）や東京都社会福祉協議会『東京らしい �地域共生社会づくり� のあり方について（最終

まとめ）』（平成 31 年 3 月）でも、具体的な圏域設定と関係する機関や団体、また圏域間をつなぐ機能が例示

されています。

　さらに、このような圏域の設定については、それぞれの区市町村域の歴史的・地理的な条件や地域の資

源、住民生活の実態に即して設定することが重要だとされています。

　これまでの文京区地域福祉活動計画でも、最も身近な隣近所を基本としながら、活動主体や活動内容な

どに応じて、「町会・自治会エリア」「町会連合会エリア」「日常生活圏域」「文京区全域」という 4 つの重層的

な圏域を設定し、それぞれの圏域に見合った取組を推進するともに、圏域の枠組みを越えた取組が必要な

場合は、圏域間の情報共有と連携を図りながら柔軟な対応をしてきました。

　この計画の圏域設定においても、以上の考え方を基本にして、この計画の体系で述べた 3 つの基本目標

と取組が、それぞれの圏域の特徴を生かして有機的に実現することを目指します。

圏域の概要

圏域のイメージ図

町会連合会エリア（9か所）

日常生活圏域（4地区）

町会・自治会エリア（基本圏域154か所）町会・自治会エリア（基本圏域154か所）

隣近所

エリア 圏域の概要 主な地域活動 この圏域で活動している
地域団体・機関（例）

隣近所
（地域の実情や交流状況
に応じた緩やかな捉え方）

隣近所の顔の見えるつきあい
は、地域福祉の最も基本的な
土台となるもの

隣近所の顔が見え、あい
さつや近隣掃除など適度
のつきあい、日常的なみ
まもり

町会・自治会エリア
（基本圏域・154か所）

地域で暮らす住民以外には把
握しにくかったり、身近でな
ければ取り組みにくい生活課
題に対応できるように、住民
の暮らしに密着し、地域の課
題を発見・共有しやすい範囲

日常的な集まりやみまも
り・助けあい活動等

町会・自治会
高齢者クラブ

町会連合会エリア
（9か所）

各地域活動センターの管轄地
域であり、町会連合会、青少
年健全育成会が日常的に活動
している圏域

町会・自治会等の地域活
動団体による基本圏域よ
りも広域的な活動

青少年健全育成会
地域活動センター

日常生活圏域
（4地区）

民生委員・児童委員協議会や、
高齢者クラブ連合会と同一の
地区区分であるとともに、高
齢者あんしん相談センターの
担当圏域であり、警察署管轄
地域とも一致

日常生活圏域をベースと
して各関係機関・団体等
とのネットワーク化を図
り、公的サービス・支援
とも結びつけることで、
基本圏域における小地域
福祉活動を包括的に支援

民生委員・児童委員協議会
話し合い員連絡協議会
地区高齢者クラブ連合会
高齢者あんしん相談センター
地域生活支援拠点
地域福祉コーディネーター（文社協）
警察署

文京区全域     

多機関が協働した総合的な支
援体制が整備されるなど、区
内全域に及ぶ広域の生活圏域

テーマ・課題別の全域を
対象とした広域的な活動

ボランティア・市民活動
企業、大学
障害者基幹相談支援センター
子ども家庭支援センター

文京区全域
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　文京区は、東京 23 区のほぼ中央に位置しており、面積は 11.29 平方キロメートル、人口は 231,685 人（令

和 5 年 10 月住民基本台帳）です。住民基本台帳による人口推移は、昭和 38 年から平成 10 年まで一貫して減

り続けましたが、その後増加に転じています。少子高齢化といわれていますが、文京区では年少人口も増

え続けています。これはマンションの建設などによる人口増加が、転出や死亡による人口減少を上回って

いるためです。しかし、将来的には少子化などの影響で減少に転じると予測されています。一方、一世帯あ

たりの人数が東京都平均よりも低く、高層マンションも急速に増えているため、つながりをつくりづらい

方が増えています。

　また、外国人も新型コロナウイルス感染症の影響で一時減少していましたが、現在では増加傾向にあり、

異なる文化や背景を持つ人々が同じ社会に暮らすことで、多様性が高まっています。

（１）計画の推進に向けた活動主体間の連携

　計画を改定するにあたり、内容の検討や住民の意見を反映し最終的な審議を諮る機関として、区民、関

係団体、学識関係者等による 20 名の委員で構成する「文京区地域福祉活動計画策定委員会」（以下、策定委

員会）と、横断的な意見の調整を図り、計画案を作成する機関として、策定委員会の 12 名の委員で構成す

る「文京区地域福祉活動計画策定委員会作業部会」（以下、作業部会）を設置しました。

（２）職員プロジェクトチームの設置

　文京区社会福祉協議会職員で構成し、現状と課題を把握するために必要な資料、データの収集を行うた

めの「職員プロジェクトチーム」を設置しました。

（３）意見募集の実施

　地域の関係団体を対象とした調査やパブリックコメントを実施し、広く区民の声を計画に反映しました。

1.8一世帯あたりの人数 人

43,633高齢者数 人

18.8高齢化率 %

128,170世帯数 世帯

世帯

令和5年10月1日　住民基本台帳

令和5年版　ぶんきょう（文の京）の社会福祉

令和5年版　ぶんきょう（文の京）の社会福祉

文京区地域福祉保健計画（令和6年度～令和8年度）

令和5年10月1日　住民基本台帳

人

令和2年　国勢調査

353,648昼間人口 人

240,069夜間人口 人

1,019愛の手帳所持者数 人

4,331身体障害者手帳所持者数 人

2,169難病医療券所持者数 人

2,033精神障害者保健
福祉手帳所持者数 人

2,034生活保護
被保護者人数 人

1,867被保護世帯数 世帯

0.89生活保護率 %

1.98東京都の生活保護率

1.62全国の生活保護率

%

%

11,947ひとり暮らし
高齢者数

令和2年　国勢調査

 令和2 年　国勢調査

24,9711 戸建て住居
世帯数

世帯

前回比 14%増

66,177
6 階建て以上の
高層共同住宅
居住世帯数

（月平均）

（月平均）

P
障害者手帳所持者を見ると、特に
精神障害者保健福祉手帳所持者
が増加傾向にあります。

P
オフィスや大学などの教育機関も
多く、昼間人口の人口密度は、23区
内で7番目に多くなっています。 P

生活保護の保護率は、全国や東京
都と比較し低くなっています。

P
高層マンションが急速に
増えています。

策定体制4 数字でみる文京区5

文京区地域福祉活動計画

中間まとめ区民などによる検討

事務局による取りまとめ
情報収集

調査

意見募集の実施

パブリックコメント

職員プロジェクトチーム

策定委員会

作業部会

【図】　策定体制
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富坂地区 【現状と取組概要】

後楽1～2丁目全域、　春日1丁目全域・2丁目1～7番・9～26番、　小石川1～4丁目

全域・5丁目1～4番・8～17番・20～41番、　白山1丁目1～2番・5～8番・11～14
番・16～22番・30～37番・2～5丁目全域、　千石1～4丁目全域、　水道1丁目1～2
番・11～12番、　小日向4丁目1～2番、　大塚3丁目 31～44番・4丁目1～2番（6～
14）・3番（5～11）・4番（1～3）、　西片1丁目19番、　本駒込2丁目9番（7～17）・10

～11番・29番・6丁目1～12番

総人口

面積

高齢者人口

高齢化率

要支援認定者数

要支援認定率

要介護認定者数

要介護認定率

町会・自治会

民生委員・児童委員

話し合い員

高齢者クラブ

基礎データ

高齢者あんしん相談センター富坂、高齢者あんしん相談セ

ンター富坂分室、特別養護老人ホーム文京白山の郷、特別養

護老人ホーム洛和ヴィラ文京春日、小石川ヒルサイドテラ

ス、文京白山高齢者在宅サービスセンター

75,248人

3,299km2

13,769人

18.30%

591人

4.30%

1,953人

14.20%

46団体

43人

13人

16団体  841人

富坂生活あんしん拠点、文京区小石川福祉作業所、は～と・

ピア２、工房わかぎり、abeam(アビーム)、文京地域生活支

援センターあかり、アンビシオン文京、富坂子どもの家、未

来教室、発達支援ルームぽけっと

富坂地区では、高層マンションの建築が進み、子育て世代が流入し

てくる地域に新たな居場所がオープン。気軽に参加できるプログ

ラムを実施して交流が生まれている。住民活動が大きく広がって

きているが、新たな担い手の創出をすることが課題となっている。

子育てひろば1か所、子ども家庭支援センター、認可保育所

34か所、児童館4か所、育成室11か所、小規模保育園4か所、

家庭的保育事業3か所、事業所内保育事業1か所、地域子育

て支援拠点さきちゃんちpetit

礫川地域活動センター、大原地域活動センター、保健サービ

スセンター

初音町町会、富坂一丁目町会、富坂二丁目町会、春日町三丁目町会、表町町会、小石川

表町会、柳町町会、柳町中央町会、柳町三和会、八千代町町会、戸崎町町会、南戸崎町

会、指ケ谷町会、白山指ケ谷町会、白山町会、京華通り自治会、春日一丁目仲睦会、春

日大門町会、道和町会、後楽町会、第二後楽園アパート、春日礫川町会、白山前町町

会、原町町会、原町西町会、東御殿町会、白山御殿町睦会、上御殿町会、林町町会、林町

南町会、丸山町会、氷川下町会、大原町会、宮下町会、西丸町会、駕籠町会、西原町会、

一般社団法人大和郷会、文京中央町会、久堅自治会、久堅町民会、久堅親交会、久堅西

町会、春日二丁目町会、丸山新町町会

町
会
・
自
治
会

高
齢
者
関
連

障
害
者
関
連

そ
の
他

子
ど
も
・

青
少
年
関
連

富
坂
地
区
の
該
当
住
所

常設型の居場所 ふれあいきいきサロン
高齢者

（介護予防の通いの場） （テーマ課題解決型サロン）

障害児・者

場づくりの取組公的な施設等

主な取組

4か所

子ども食堂

5か所

かよい〜の

11か所

サロンぷらす

3か所

15か所 2か所

どなたでも 子ども・子育て親子

23か所 10か所

-20,000

-25,000

-15,000

0

15,000

2,000

-2,000

5,000

-5,000

20,000

25,000
人

平成30年

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

転入 転出 出生 死亡

23,616 24,453 20,555 20,517 23,551

-1,650 -1,684 -1,639 -1,726 -1,822

2,119 2,044 2,109 1,884 1,845

-19,540 -19,656 -19,945 -20,638 -20,075

文京区の人口異動の様態

国籍別外国人数

6,000

8,000

10,000

12,000

アジア

ヨーロッパ

アメリカ

アフリカ

オセアニア

無国籍・未登録

9,422 10,112 9,089 8,567 10,654

788

856

673
628

974

476
46

530

451

435

613
67
9 49

51

44

56
76

59

62

89
12

10

10

4

P
人口異動は、新型コロナウイルス感染症の影響で
一時減少していましたが、転入・転出ともに増加傾
向にあります。

P
外国人の数は、新型コロナウイルス感染症の影響で一
時減少していましたが、増加傾向にあります。また、国
籍別では、特にアジアの方が増加しています。

文京の統計（平成30年～令和4年）

文京の統計（平成30年～令和4年）

護国寺

新大塚

江戸川橋

飯田橋
後楽園

茗荷谷

千石

白山

本駒込

東大前
根津

湯島
本郷三丁目

千駄木

水道橋

富坂地区

文京シビック
センター

文京区民センター
文京区社会福祉協議会春日

令和5年5月現在

御茶ノ水

地区カルテ　
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大塚地区 【現状と取組概要】

春日2丁目8番、　小石川5丁目5～7番・18～19番、　水道1丁目3～10番・2丁目全

域、　小日向1～3丁目全域・4丁目3～9番、　大塚1～2丁目全域・3丁目1～30番・4

丁目2番（1～5、15）・3番（1～4、12）・4番（4～12）・5～53番・5～6丁目全域、　関

口1～3丁目 全域、　目白台1～3丁目 全域、　音羽1～2丁目 全域

総人口

面積

高齢者人口

高齢化率

要支援認定者数

要支援認定率

要介護認定者数

要介護認定率

町会・自治会

民生委員・児童委員

話し合い員

高齢者クラブ

基礎データ

高齢者あんしん相談センター大塚、高齢者あんしん相談セ

ンター大塚分室、特別養護老人ホーム文京くすのきの郷、地

域密着型特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷、特別養

護老人ホーム文京小日向の家、文京大塚高齢者在宅サービ

スセンター、文京くすのき高齢者在宅サービスセンター、福

祉センター江戸川橋（老人福祉センター）

53,405人

2,948km2

9,770人

18.30%

461人

4.70%

1,377人

14.10%

34団体

35人

6人

11団体  590人

障害者基幹相談支援センター、大塚生活あんしん拠点、リア

ン文京、こぱん、は～と・ピア、大塚福祉作業所、ワークプレ

イスぶんぶん、マイポジション、地域活動支援センターみん

なの部屋、地域活動支援センター ぱれっと、放課後等デイ

サービス びおら

区境に近いエリアで、新たに空き家を活用した多機能な居場所が

立ち上がっている。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、交流

が希薄化していた地域住民のつながりの場となっている。様々な

地域活動において、継続していくため支え合える体制づくりが課

題となっている。

子育てひろば2か所、認可保育所26か所、児童館5か所、育成

室3か所、小規模保育園5か所、地域子育て支援拠点おひさ

ま0・1・2

大塚地域活動センター、音羽地域活動センター、文京総合福

祉センター

豊島ケ岡町会、大塚坂下南町会、大塚坂下北町会、大塚上辻町会、大塚窪町町会、大塚

一・二丁目町会、東青柳町会、小日向台町町会、第六天町会、武島町会、水道端町会、西

江戸川町会、茗荷谷町会、大塚仲町町会、大塚四丁目協力会、高田老松町会、目白台豊

川町会、目白台雑司ケ谷町会、音一文化会、音二町会、音羽三和会、音羽四丁目町会、

音羽五丁目町会、音六町会、音羽七和会、音八会、音羽九桜町会、小日水町会、古川松

ケ枝町会、関口一丁目南部会、関水町会、関口町会、目白台二丁目町会、関口二・三丁

目町会

町
会
・
自
治
会

高
齢
者
関
連

障
害
者
関
連

そ
の
他

子
ど
も
・

青
少
年
関
連

大
塚
地
区
の
該
当
住
所

常設型の居場所 ふれあいきいきサロン
高齢者

（介護予防の通いの場） （テーマ課題解決型サロン）

障害児・者

場づくりの取組公的な施設等

主な取組

2か所

子ども食堂

3か所

かよい〜の

6か所

サロンぷらす

1か所

11か所 1か所

どなたでも 子ども・子育て親子

12か所 2か所

本富士地区 【現状と取組概要】

白山1丁目3～4番・9～10番・15番、　本郷1～7丁目全域、　湯島1～4丁目全域、
西片1丁目1～18番・20番・2丁目全域、　向丘1丁目1～6番・16～20番・2丁目1

～10番・11番（1～5）・13番（8～21）、　弥生1～2丁目全域、　根津1～2丁目全域

総人口

面積

高齢者人口

高齢化率

要支援認定者数

要支援認定率

要介護認定者数

要介護認定率

町会・自治会

民生委員・児童委員

話し合い員

高齢者クラブ

基礎データ

高齢者あんしん相談センター本富士、高齢者あんしん相談

センター本富士分室、特別養護老人ホームゆしまの郷、文京

湯島高齢者在宅サービスセンター、文京本郷高齢者在宅

サービスセンター、文京福祉センター湯島（老人福祉セン

ター）

50,468人

2,809 km2

9,478人

18.80%

480人

5.10%

1,410人

14.90%

51団体

29人

6人

11団体  554人

本富士生活あんしん拠点、文京区障害者就労支援センター、

ワークショップやまどり、生活介護みらいコンパス根津、銀

杏企画、銀杏企画Ⅱ、銀杏企画三丁目、ふる里学舎本郷、文京

区児童発達支援センター「そよかぜ」、文京区児童発達支援

センター「ほっこり」、御茶ノ水発達センター、ひよこ教室、

畑中こども研究所

多機能な居場所では、若年性認知症の会や精神障害者の会などの

テーマ性のある活動が定着してきている。また、さらなる多世代の

交流を目指した活動も行われている。交流や学びの場として、地域

住民や専門職と協働した地域づくりが行われている。多様な人た

ちへの情報提供や場にどのようにつないでいくかが課題となって

いる。

子育てひろば1か所、b-lab（ビーラボ）、認可保育所19か所、

児童館4か所、育成室7か所、小規模保育園3か所、家庭的保育

事業2か所、地域子育て支援拠点こそだて応援まちぷら

区民センター、湯島地域活動センター、向丘地域活動セン

ター、根津地域活動センター

春日町一・二丁目春睦会、本郷一丁目アパート自治会、湯島一丁目町会、湯島会、湯島

新花町会、三組町会、妻恋会、湯島三丁目梅光会、本郷三丁目南部会、本郷三丁目金助

町会、春木会、元二親和会、本郷弓一町会、本郷二丁目元一会、本郷二丁目弓二会、本

郷二・三丁目町会、本一町会、本郷同四会、上真砂町会、下真砂町会、中真砂町会、田町

町会、菊坂町会、菊和会、本郷五丁目台町町会、本郷五丁目町会、赤門前町会、本富士

町会、天梅会、三組弥生会、天一町会、天二町会、天三町会、湯島同朋町会、湯島切通町

会、湯島北町会、竜岡会、両門町会、森川町会、向丘追分町会、向丘追分東部町会、地縁

法人西片町会、丸山福山町町会、向丘一丁目中町会、東大農学部前自治会、根津宮永

町会、根津八重垣町会、藍染町会、根津片町町会、根津宮本町会、向ケ岡弥生町会、弥

生一丁目町会

町
会
・
自
治
会

高
齢
者
関
連

障
害
者
関
連

そ
の
他

子
ど
も
・

青
少
年
関
連

本
富
士
地
区
の
該
当
住
所

常設型の居場所 ふれあいきいきサロン
高齢者

（介護予防の通いの場） （テーマ課題解決型サロン）

障害児・者

場づくりの取組公的な施設等

主な取組

1か所

子ども食堂

0か所

かよい〜の

8か所

サロンぷらす

1か所

8か所 0か所

どなたでも 子ども・子育て親子

10か所 4か所

大塚地区 本富士地区

令和5年5月現在 令和5年5月現在

護国寺

新大塚

江戸川橋

飯田橋
後楽園

茗荷谷

千石

白山

本駒込

東大前
根津

湯島
本郷三丁目

千駄木

水道橋

文京シビック
センター

文京区民センター
文京区社会福祉協議会春日

御茶ノ水

護国寺

新大塚

江戸川橋

飯田橋
後楽園

茗荷谷

千石

白山

本駒込

東大前
根津

湯島
本郷三丁目

千駄木

水道橋

文京シビック
センター

文京区民センター
文京区社会福祉協議会

本富士地区
文京区民センター
文京区社会福祉協議会春日

御茶ノ水
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駒込地区 【現状と取組概要】

白山1丁目23～29番、　向丘1丁目7～15番・2丁目11番（6～14）・12～13番（1～
7）・14～39番、　千駄木1～5丁目全域、　本駒込1丁目全域・2丁目1～8番・9番（1

～6・18～33）・12～28番・3～5丁目全域・6丁目13～25番

総人口

面積

高齢者人口

高齢化率

要支援認定者数

要支援認定率

要介護認定者数

要介護認定率

町会・自治会

民生委員・児童委員

話し合い員

高齢者クラブ

基礎データ

高齢者あんしん相談センター駒込、高齢者あんしん相談セ

ンター駒込分室、特別養護老人ホーム文京千駄木の郷、文京

昭和高齢者在宅サービスセンター、文京千駄木高齢者在宅

サービスセンター、文京区向丘高齢者在宅サービスセン

ター

51,492人

2,234km2

10,552人

20.50%

502人

4.80%

1,559人

14.80%

23団体

33人

8人

13団体  745人

駒込生活あんしん拠点、本郷福祉センター、エナジーハウ

ス、文京区放課後等デイサービスＪＯＹ、放課後等デイサー

ビス カリタス翼

新たなプログラムを立ち上げることで、新型コロナウイルス感染症

により、交流を控えていた人たちも、徐々に多機能な居場所等に足

を運ぶようになってきている。活動歴が長い分、担い手の高齢化も

みられるため、若い世代の担い手の発掘などが課題となっている。

子育てひろば1か所、認可保育所22か所、児童館3か所、育成

室7か所、小規模保育園3か所、事業所内保育事業1か所、地

域子育て支援拠点こまぴよのおうち

駒込地域活動センター、汐見地域活動センター、保健サービ

スセンター本郷支所

肴町町会、白山上自治会、丸山新町町会、蓬莱町会、向丘一丁目上町会、千駄木二丁目

東町会、千駄木二丁目西町会、上千駄木町会、千駄木東林町会、千駄木西林町会、千駄

木三丁目南部町会、千駄木三丁目北町会、吉片町会、浅嘉町会、曙町会、上富士町会、

上動五三会、動坂中町会、動坂町会、富士前町会、神明町会、神明上町会、神明西部町

会、本駒自治会

町
会
・
自
治
会

高
齢
者
関
連

障
害
者
関
連

そ
の
他

子
ど
も
・

青
少
年
関
連

駒
込
地
区
の
該
当
住
所

常設型の居場所 ふれあいきいきサロン
高齢者

（介護予防の通いの場） （テーマ課題解決型サロン）

障害児・者

場づくりの取組公的な施設等

主な取組

2か所

子ども食堂

5か所

かよい〜の

6か所

サロンぷらす

0か所

12か所 0か所

どなたでも 子ども・子育て親子

12か所 2か所

駒込地区

護国寺

新大塚

江戸川橋

飯田橋
後楽園

茗荷谷

千石

白山

本駒込

東大前
根津

湯島
本郷三丁目

千駄木

水道橋

文京シビック
センター

文京区民センター
文京区社会福祉協議会春日

御茶ノ水

令和5年5月現在

chapter2
第2章

策定に向けた方向性
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多機能な居場所及び
活動数の増加

必要な人に必要な地域や福祉の情報が伝わっている　1-1

集うことや出向くことに制約が加わったコロナ禍では、情報の伝達について電子媒体や紙媒体等

を利用しながら、人と人とのつながりを大事にした取組をとおして多くの情報が伝えられました。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から外出行動の抑制や 3 密を避けた行動が奨励されたた

め、情報を伝える手段においても電子媒体を活用した取組が広がりました。しかし、その一方で、

「端末の操作が難しい」、「近くに相談できる人がいない」といった理由で、利用を躊躇する人たち

がいることがわかりました。

みまもり訪問事業では、訪問から電話に切り替えたことで、耳が遠く会話が難しいため、充分な

みまもりをすることができない方がいました。また、新型コロナウイルス感染症の収束が見えて

きても、一部の活動では、まだ再開できていない取組もあります。

自分から声をあげることが困難な人の早期発見ができ、
災害などの緊急時にも役立つみまもりがある1-2

新型コロナウイルス感染症の影響により、もともと孤立しがちな人たちがさらに孤立してしまう

現状がありました。地域では、対面での活動が制限されていたなか、 LINE や電話、手紙を送るな

ど多様な方法でのみまもりが行われました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、地域で交流する機会や場が減少し、心身の健康状態の

低下や社会的孤立の増加が懸念されました。改めて人とのつながりを通じた交流の重要性が再認

識されました。

1-3

人と知り合い、集うことのできるサロンや、課題の発見、相談対応ができる多機能な居場所が５

か所増えました。それに伴い活動数も増えました。また、居場所を通じて、必要な支援につながる

ケースもありました。

基本目標1に関するまとめ

� 必要な人に必要な情報を伝えるためには、電子媒体や紙媒体だけでなく、その人の状況をある程度理解し
ている人から伝えてもらう必要があります。

� 身近な人や場所だからこそできる相談や、本人からの「普段と違う」という小さな変化に気づけることがわ
かりました。普段のつながりを大切にした取組が必要です。

� 居場所は増えた一方で、居場所に行けない人の存在も明らかになってきました。居場所以外につながる方
法が必要です。

成
果

課
題

課
題

成
果

課
題

成
果

0

100

200

300

400

500

600
人

令和2年

活動開始
180

398

571

令和3年 令和4年

オンラインでつながり、
情報を届ける活動

「加寿多ねっと」の取組

みまもり訪問事業 かよい～の※団体代表者に伺った取組の工夫

電話や
LINEなどで

連絡する

様子伺いの
ハガキを

送る

家で少しでも
体が動かせるように
絵や写真を中心とした

体操内容がわかる
お手紙を送る

人と知り合い、集うことのできる場が徒歩圏内に増えている。
また、お互いさまの関係で、課題発見や相談・対応の機能をもつ場も増えている

護国寺

新大塚

江戸川橋

飯田橋

後楽園

茗荷谷

千石

白山

本駒込

東大前
根津

湯島

お茶ノ水

本郷三丁目

千駄木

水道橋

富坂地区

駒込地区

本富士地区大塚地区
春日

1

2

8

4

3

5

6 7 7

①風のやすみ場

②氷川下つゆくさ荘

③こびなたぼっこ

④しゃべり間処かづさ屋

⑤Reなでしこ元町

⑥こまじいのうち

⑦坂下テラス＆動坂テラス

⑧ぶんたねこいしか和

ま   しょ

り

0

10

20

30

40

50

60

70

80
活動数

令和2年 令和3年 令和4年

33
40

79

居場所等の運営者から寄せられた相談

コロナ禍での参加者の
心身の状況の変化に関する調査結果

家以外の
居場所を

必要としている
人がいる

「行けるところが
なくなった」と

言っている
人がいる

しばらく
会わないうちに

認知症が
進行してしまった

人がいる

外出する時間が減った

体力の低下を感じる

体調が優れないことが増えた

寝つきが悪くなった

悩み事が増えた

食欲が低下した

相談できる相手が減った

令和4年度 地域福祉コーディネーター 生活支援コーディネーター活動報告書（文京区社会福祉協議会）

※介護予防を目的に、住民同士が定期的に集まり身体を動かしながら、
　お互いできることとしてみまもりや助け合いを行う活動

0 20 40 60 80 100 %

か      す      た

「加寿多ねっと」の登録者数

多機能な居場所の活動数

74
60

18
17

10
10
7

基本目標１　地域のつながりを大切にした取組が広がっている　
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策定に向けた方向性



自宅でできる
ボランティア活動

企業地域連携推進
ネットワーク会議

Bチャレ（提案公募型協働事業）

様々な地域活動に参加する人が増えるような環境が整っている　

地域に必要な活動が継続・発展し、様々なニーズに対応することができている

2-1

新型コロナウイルス感染症の影響により対面で行う地域活動が制限されたため、令和２年度の終

わり頃から、自宅でできる活動やオンラインで参加できるボランティア活動のプログラムを増や

したところ、「自宅でできることがあれば地域貢献をしたい」と参加を希望する人が増えました。

単発・短時間の参加を希望する人が多くなってきています。一方、継続的に活動する担い手の確

保が難しくなっています。

新たなニーズとして、不登校・ひきこもりの子どもに対する支援ニーズが見えてきました。しか

し、不登校・子どもに対する支援は、専門的な関わりを必要とすることもあり、地域活動だけでは

対応が難しく、またその一方で、専門職だけで対応することも難しいことが見えてきました。

2-2

ボランティア・NPO・企業・行政・学生 ( 学校 )・ソーシャルビジネスなどで活動する人により、

様々な地域課題の解決や地域の活性化が進められました。

取組に参加した方からは、「他の団体と協力したいと思っていたが、何から始めたらいいのかわか

らなかった」「相手の取組を知ることができて良かった」などの声がありました。多様な地域の

ニーズに対応していくためには、多様な主体同士の連携が必要です。しかし、団体同士が連携す

るためには、そのきっかけが必要であることもわかりました。

新たな取組や発展的な活動を生みだすことができるよう、
多様な主体同士がつながっている2 -3

これまで一緒に活動してこなかった団体との情報交換や連携につながるような取組が進みまし

た。連携や協働をすることによって、新しい価値やより良いものを生み出すきっかけにつながり

ました。

基本目標2に関するまとめ

� 新たな参加者を増やすためには、「参加する時間がない」、「ボランティア活動に関する十分な情報がない」
などの参加の妨げとなる要因を考慮することが必要です。

� 継続して活動することができる担い手や、不登校・ひきこもりなどの子どもに対応することのできる知識・
経験のある担い手の確保が必要となっています。

� 新たなニーズに対応するためには、多様な主体同士がつながることが必要です。また、多様な主体同士が
つながるためには、つながるための機会をつくることが必要です。

成
果

課
題

課
題

成
果

課
題

成
果

0　 10 20 30 40 50%
参加する時間がない

ボランティア活動に関する十分な情報がない

参加する際の経費（交通費等）の負担

参加するための休暇が取りにくい

参加するための手続きがわかりにくい

一緒に参加する人がいない

ボランティアを受け入れる団体等に不信感がある

参加しても実際に役に立っていると思えない

参加する際の保険が不十分

その他

特に妨げとなることはない

ボランティア活動への参加の妨げとなる要因（複数回答）

（n=3,169 人）
無回答者数：1人

令和 4 年度　市民の社会貢献に関する実態調査報告書（内閣府）

0
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200

300

400

500
件 人

令和元年 令和2年

ボランティア活動をしたい人　　
ボランティア活動をしてほしい人・団体　

文京ボランティアセンター調査（文京区社会福祉協議会）

自宅でできる活動「使用済み切手」の取組

令和3年 令和4年
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団体数
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令和2年 令和3年 令和4年

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
0

20
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63
69 73

94

45.3
40.8

23.1
22.1
21.2

14.5
9.7

7.2
5.3

12.6
12.1

ボランティアの相談件数 参加登録者数

助成団体数

オーラルフレイル予防に気軽、
かつ主体的に取り組める地域の仕組み

づくりを行う活動

オンラインが有効な
不登校児童・生徒の

社会参画の機会を
サポートする活動

男性高齢者の
継続的な参加につながる
取り組みを創出する活動

家庭の
CO2排出削減を

進めるための活動

町会・自治会の
継続的な運営を

ICT等でサポートする活動

かつ主体的かつ主体的会会会会会会会会会を
活動

文京区が考える
地域と協働で

解決したいこと

ひきこもり当事者の
中間的就労につながる

体験を創出する活動

団体の専門性を活かした
テーマで提案された取り組み

文化芸術に、
誰もが参加でき、触れられる

機会を増やす活動

基本目標２　多様な主体が地域活動に参加し、連携している　
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策定に向けた方向性



文京区地域公益活動
ネットワークによる

「緊急食支援プロジェクト
報告会」

多様なネットワークによる
終活等支援の取組

「文京ユアストーリー」

総合支援資金アンケート
調査及び支援回数

地域の人々に関心をもち、様々な課題を抱えた人の存在に気付く人が増えている　

ひとりだけ、一つの活動、機関だけでは受け止めきれないニーズに、
チームで取り組んでいる

3-1

文京区地域公益活動ネットワークに参加している社会福祉法人が、子ども食堂を運営している人

から活動内容を聞き、地域の実態や課題を知る取組が行われました。これにより、地域では様々

な活動が行われていることや生活課題を抱えた人がいることを知り、その現状に関心をもってく

れる人たちが増える機会になりました。

地域には様々な問題や不安を抱えて過ごしている人がいることに気づく人が増えてきました。今

後は、困りごとを抱えている人に気づいた人が、「どこに相談したらいいかわからない」など一人

で抱え込むことがないよう相談しやすい地域づくりが必要です。

障害のある家族の問題など、本人だけでなく家族を含めた支援が必要な場合がありました。また、

つながり先のない福祉的な課題を抱えている若者もいました。このような新たなニーズに対応する

ため、複数の関係機関や地域がつながり、連携してサポートしていく必要性が見えてきました。

3-2

新型コロナウイルス感染症などの影響により、新しく顕在化した多様なニーズに専門職や地域住

民が連携してサポートする取組が行われました。

将来、認知機能の低下により判断能力が十分でなくても、状況に合わせた適切な支援を受けなが

ら地域で安心して安全な暮らしを送るためには、支援を行う関係機関・団体同士がお互いの役割

を理解しながら本人の意思を尊重した支援を行うことが必要です。

生活課題がありながらも、  自分から声をあげることが困難な人が安心して
安全な暮らしができるよう、多面的に支える仕組みが整っている　3 -3

身近に頼れる人がいなくても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、元気なうちか

ら死後の準備まで一体的にサポートする取組が、多様な関係機関・団体との連携で進みました。

基本目標3に関するまとめ

� 身近な場所だからこそできる相談がありました。身近なところで、困りごとを抱えている人に気づき、必
要な支援につなぐことができる仕組みが必要です。また、困りごとを発見したときに一人で抱え込まない
地域づくりが必要です。

� 困窮状態にある人や社会的孤立状態にある人は、個人あるいは世帯で様々な分野にわたる課題を抱え、複
合的な支援を必要としている場合があります。そのため、生活、住まい、医療、就労、教育など複数の関係
機関・団体同士がつながり、連携して支援していくことが必要です。また、高齢者、障害者、子どもなどの
分野別に活動している関係機関・団体が、分野を超えて連携できるためのネットワークの構築が必要です。

� 誰でも経済的困窮や社会的孤立の状態になりうることがあり、特別なことではないことや、誰でも自分の
意思が伝えられ、その意思が尊重されるような意識の醸成や支援が必要です。

成
果

課
題

課
題

成
果

課
題

成
果

〜参加した社会福祉法人から寄せられた感想〜

〜チームとなって取り組んだ事例〜

場所、時間、お一人お一人の力の提供により、
支援活動がとても身近なところで行われていた
ことを改めて知ることができた。

抱えている課題や、不安について
知ることができ、また自分たちに
何ができるか考えさせられた。

世帯
状況

57.6％

39.3％

6.0％

単身

家族同居

友達と同居

93.9％

75.7％

54.5％

48.4％

21.2％

15.1％

生活費が不足

家族のこと

税金・保険料等が払えない

仕事の収入が少ない

家賃が払えない

病気のこと

現
在
困
っ
て
い
る
こ
と

（
複
数
回
答
）

回答数／対象者数　1,125 ／ 1,336（回答率 84.2%）
支援回数が多かったケース（支援回数 30回以上）33件

（文京区社会福祉協議会調査）

飲食店に勤務する母親から「新型コロナウイル
ス感染症の影響により、収入が減少したため、生
活が困窮している」との相談が文社協へ入った。
この家庭には子どもがいたため、コロナの貸付
制度の申請だけでなく、文京区地域公益活動
ネットワークと連携し、緊急食支援を行った。ま
た、緊急食支援では、主任児童委員と商店が連携
し、みまもり活動も行った。

0
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50
件

（　）内件数

問合せ 申込み 契約者数 地域活動
件数

令和元年 令和2年
令和3年 令和4年

35.8%
（272）

22.5%
（171）

19.2%
（146）

13.0%
（99）

9.5%
（72）

実績件数 関係者割合

民間資源（企業・宗教団体・サービス業等）　　
行政機関（区役所・包括支援センター等）　　　
専門職（法律専門職・その他）　　　
地域資源（近隣住民・ボランティア・民生委員等）
公益資源（警察・消防・医療機関・社協等）

45 45
35 43

15
11
710

2

9
4 8

1 3 4
3

基本目標３　生活課題がありながらも、地域で自分らしく暮らせる人が増えている　　
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策定に向けた方向性



発達の特性や

障害などにより、

支援が必要な人。

　策定委員会・作業部会では、文京区の地域福祉をめぐる現状と課題に関して話し合いが行われ、様々な

意見が出ました。前計画策定時には、社会的孤立の予防についての意見交換が多くありましたが、今回は

生活課題がある人だけではない、対象像が広がった意見交換が行われました。

作業部会①における検討のまとめ

　前計画の取組の成果はP21～P27で記載しているとおりです。

　新たに見えた課題は、以下のとおりです。

【作業部会①の議論のテーマ】

　◎「つながりが広がりづらい人」とは、どのような人でしょうか。

　◎うまくつながったこと、つながれなかったことはあるでしょうか。

　◎どのような活動があれば、つながりをつくれるでしょうか。

　　子ども・若者関連の相談が増加している
　　新型コロナウイルスの貸付制度で複合的な課題を抱える人が顕在化している
　　集いの場は増えているが、そこに来ることのできない人がいる

一見問題がなさそうに

見えるが、見えにくい悩みを

抱えている人がいる。

地方から転入してきている人が多い。

特に子育てしている人は、助ける存在が

近くにいないので孤立しやすい。

家族関係が悪いと、

外との信頼関係を築くことに

課題が出てくることが多い。

マンションに住んでいる人が多い。

つながりがあること自体を

知らない人が多いのではないか。

そもそも、

つながりを求めていない人、

関心がない人もいる。

グループホームや施設に入所している人は、

地域とつながりを持つ機会はあるのか。

若者の発達障害が

増えている。

赤ちゃんのいる親。

児童館などで会って初めて

地域にいることを

知ることがある。

人間関係に期待している人が

減っているのではないか。

聴覚障害などがあり、

情報を得ることに

課題がある人もいる。

「地域には多様な人たちがいて、つながり方も多様である。
身近な地域（日常）の中で、その人らしい人とのつながりや場を持つ」ことが大事。

出された意見

つながりが広がりづらい人とは、どのような人たちか。

小学生は学童や地域活動の場が

増えているが、中高生の不登校が課題。

ひきこもりがちな人。

以前に比べると

ひきこもりの境界線が

変わっているのかもしれない。

関係が深くなると恐怖を感じる人

（ヤマアラシジレンマ）。

関係が広がりにくい。

策定委員会・作業部会における検討2
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策定に向けた方向性



　前計画では、活動を増やすことがつながりをつくる方法として議論されましたが、作業部会①では、活

動を増やすだけではなく、日常生活を大切にしながらつながりをつくっていくこと、多様な人たちにその

人らしい活動や場などのつながりの根っこを広げていくことが必要であることが分かりました。つながり

と言っても、活動や場に参加することだけではなく、その人らしい人とのつながりや場を持つことが大切

です。日常生活の中でつながりを広げていくことが必要だと見えてきました。

議論のまとめ

本人の気持ちを

尊重することが

大切である。

生活の質を上げるための

支援は入っているが、

生活を豊かにするために

つながりを持つという

視点が必要だと感じる。

同じような仲間からの

声かけや、共通の趣味などを

きっかけにする。

だれでも来られる場ではなく、

テーマや特性の設定がある場の方が

つながりやすい人もいる。

紹介するだけではつながれない。

一緒に体験してくれる人がいて

つながることができる。

好きなことや興味のあること、

自分が得意なことなど

様々な切り口があると良い。

地域の居場所や

商店や企業（民間）と

連携できると良い。

ひっそりと生きていける形、

干渉しない関係性もある。

そこも大事にしたい。

身近な地域

つながりを
求めていない人

不登校の中高生

ひきこもりがちな人

施設に入所している人

つながりがあること自体
知らない人

障害などがあり
支援が必要な人

家族関係が悪い人

区外から
転入してきた人

地方から出てきて
子育てしている人

一見問題がなさそうに見えるけど、
悩みを抱えている人

つながりが広がりづらい人

一緒に体験する

地域の喫茶店や
居酒屋と協力

ゲームなど楽しい
ツールを活用

テーマや特性を
設定した活動

民間（企業など）の
協力を得る

共通の趣味や
好きなことをきっかけに

はがき作戦で
アプローチつ

な
が

りが広がりづらい人とつながる（参加）の方
法

近所付き合い、
挨拶から始める 場の提供、

場がある
理解者を増やす

情報通を増やす

人や場（活動）につながるための土台

ゆるくつながる、
待つことも大切

ひとりでもつながっていれば良い、
横のつながりは広がる

ひっそりと
生きていける形、

干渉しない
関係性もある

本人の気持ちを
尊重する

生活を豊かにという視点

共生の意識（認め合う）

つながりが広がりづらい人とつながるためには、
どうすれば良いか。

だれか一人でもつながっていれば、

横のつながりは広がっていくと思う。

喫茶店や居酒屋などその人なりの

コミュニティ（つながり）が

あるのではないか。

つながりを持てるフックを

増やせると良い。

色々な情報を持っている

人や理解者を増やす。

だれでも来られる場があるとつながりやすい。

そこにゲームなど楽しいツールがあると良い。

近所で挨拶するだけの関係性でも良い。

コミュニティに入りにくい人もいる。

無理につながるのではなく

待つことも大事。

その方がゆるやかに

つながることができる

こともある。

コロナ禍に民生委員が

「はがき作戦」を行った際、

訪問した時には素っ気なかった方から

丁寧なお返事がきた。

そこから世間話ができる関係になった。
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【作業部会②の議論のテーマ】

　◎現在は、地域活動や地域課題に関心を持っていないが、これから持つ可能性がある人とはどのような

人たちでしょうか。また、どのようなプログラムやイベントがあれば関心や興味を持つことができる

でしょうか。

　◎関心を持った人が、実際に地域活動に「参加する」ためにはどのようなプログラムやイベントが考えら

れるでしょうか。また、参加後に運営側になっていく可能性はあるのでしょうか。

　◎課題を抱えた個人が、受け手としてだけではなく主体として地域や活動に「参加する」ためには、どの

ようなことが必要でしょうか。

　これまでの取組から見えてきた新たな課題と作業部会①での議論から見えてきた課題は、以下のとおり

です。

　　多様な担い手の開拓、確保の必要性

　　地域には多様な人たちがいる

　　多様な人たちと多様なつながり方がある

地域の居場所などに

来ない人の方が普通だと思う。

参加する人は、口コミや誰かに

連れて来てもらうことが

多いのではないか。

学ぶ場、

体験できる場が

あると良い。

場があると誘いやすい。

居場所や拠点があることが

とても重要だと思う。

プログラムに興味があると

参加するのではないか。

誰がどのように誘うかも重要。

興味関心がない情報は入りづらい。

地域の居場所が身近にあっても

知るきっかけがない、一見分かりにくい。

喫茶店に行くより居場所に行くのは

ハードルが高いので、きっかけが必要。

通りすがりの人に

声をかけたり、外に麦茶を置いたり

地域の居場所を知ってもらえる

工夫をしている。

単発のイベントでも

一回来てもらえることが大事。

まずは知ってもらうこと、

顔見知りになることから始める。

居場所の運営側同士が

つながっている。 多様な団体と一緒に活動すると

参加者層の幅が広がったことがある。

作業部会②における検討のまとめ

「より豊かな生活を送るため、多様な人たちに合わせた参加（関わり）の機会がある」
ことが大事。

出された意見

地域への参加（関わり）に関心を持っていない人たちが、参加や関心を持つためには、
どのようなプログラムやイベントがあると良いか。

地域への参加（関わり）に関心を持っている人たちが、参加することができるためには、
どのようなプログラムやイベントがあると良いか。

テーマがあると人は集まりやすいが、

だれでも来られるイベントの方が

周知しやすい。
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同じような課題を持つ人や

持っていた人が誘うと

参加しやすいのではないか。

　作業部会②からは、つながり（関わりの機会）をつくるためには多様な機会が必要であること、また、生

活課題がある人だけではなく、生活をより豊かにするという視点を持って、多様な人たちに合わせたつな

がり（関わりの機会）が必要であることが分かりました。活動に直接参加しなくても、作業部会①で議論さ

れた、その人らしいつながりを持つことで、芋づる式（P40コラム参照）に他の活動や関わっている人、活

動内容を知っている人につながっていくことが見えてきました。

　本計画では、上図の円柱で示した、活動の「核となる運営者」の関わりを「参画」、当日にお手伝いするボ

ランティアや参加者の関わりを「参加」として捉えています。

活動に共感できる、活動の中で

ちょっとでも役割があると良い。

同じような活動をしている人たちと

課題解決に向けて話し合うと、

解決するための糸口が見つかる

かもしれない。

課題がある人には、

多面的に色々な人たちが

色々な役割で関わることが必要。

既存の場で特別扱いするのではなく、

その人に合った場（活動）に声をかけることが大事。
専門的な関係機関などが

伴走してくれると良い。

一緒に活動に参加してくれると

つながりやすいことが多い。

専門的な支援が

必要な人もいるので、

専門職との連携が必要。

生活を豊かに、楽しくするための支援を

受けることに遠慮する人もいる。

一緒に行こうと言ってくれる人がいると

変わるのではないか。

共感し合えれば、

一緒に活動できるし、

新しいつながりの縁も

広がっていくと感じる。

活動（運営）する側が楽しい、

無理をしないことがとても大事。

地域とのつながり・地域活動に
興味関心がない人

つながりのネットワーク
施設

企業

喫茶店

きっかけがあれば
つながりたいと思っている人

つながるためには支援が必要な人 活動者／キーパーソン
（誘う人・つながっている人）

継続した参加者
（ボランティアや運営者）になる要素

・楽しい
・無理をしない
・役割がある
・共感でつながる
・新しいつながり

・学ぶ、体験できる
・場がある
・コンテンツの魅力がある
・多様なテーマがある
・団体同士、多様な団体がつながる

・つながりがある人に誘ってもらう
・誰かに連れてきてもらう
・口コミを広げる
・活動を知ってもらう工夫をする
・単発のイベントから顔見知りになる

・その人に合った声かけをする
・多方面に色々な役割の人が関わる
・専門職と連携する
・関係機関の伴走、一緒に参加する
・「生活を豊かに」を考える

議論のまとめ何らかの課題がある人たちが参加（関わり）できるために必要なことは何か。

継続した参加者（ボランティアや運営者）になってもらうために必要なことは何か。

活動

ボランティア

核となる運営者

参加者
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